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（
総
務
委
員
会
）

携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
契
約
者
等
の
本
人
確
認
等
及
び
携
帯
音
声
通
信
役
務
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
二
六
号
）
（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
振
り
込
め
詐
欺
事
犯
の
状
況
を
踏
ま
え
、
い
わ
ゆ
る
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
に
つ
い
て
携

帯
電
話
端
末
と
同
様
の
規
制
を
課
す
と
と
も
に
、
携
帯
電
話
端
末
等
の
貸
与
業
者
に
お
け
る
貸
与
時
の
本
人
確
認
の
義
務
に
つ

い
て
見
直
し
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
契
約
者
特
定
記
録
媒
体
（
い
わ
ゆ
る
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
）
に
対
す
る
規
制

契
約
者
特
定
記
録
媒
体
に
つ
い
て
、
そ
の
譲
渡
時
に
携
帯
電
話
会
社
の
承
諾
を
得
る
義
務
等
、
通
話
可
能
端
末
設
備
と
同

様
の
規
制
を
課
す
も
の
と
す
る
。

二
、
通
話
可
能
端
末
設
備
等
の
貸
与
業
者
に
対
す
る
本
人
確
認
義
務
の
厳
格
化
等

１

通
話
可
能
端
末
設
備
及
び
契
約
者
特
定
記
録
媒
体
（
以
下
「
通
話
可
能
端
末
設
備
等
」
と
い
う
。
）
の
貸
与
業
者
（
以

下
「
貸
与
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
通
話
可
能
端
末
設
備
等
の
貸
与
契
約
を
締
結
す
る
に
際
し
て
は
、
貸
与
の
相
手
方
に

つ
い
て
、
運
転
免
許
証
の
提
示
を
受
け
る
方
法
等
に
よ
り
氏
名
、
住
居
等
の
確
認
（
以
下
「
貸
与
時
本
人
確
認
」
と
い
う
。
）
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を
行
わ
ず
に
、
通
話
可
能
端
末
設
備
等
を
交
付
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

２

貸
与
業
者
は
、
貸
与
時
本
人
確
認
を
行
っ
た
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
貸
与
時
本
人
確
認
に
関
す
る

事
項
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
、
貸
与
契
約
が
終
了
し
た
日
か
ら
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

三
、
情
報
の
提
供
及
び
国
民
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
措
置

１

国
家
公
安
委
員
会
は
、
携
帯
音
声
通
信
役
務
の
不
正
な
利
用
を
防
止
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
に
資
す
る
た
め
、
携
帯

音
声
通
信
事
業
者
に
対
し
、
本
人
特
定
事
項
の
隠
ぺ
い
に
係
る
手
口
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
携
帯
音
声
通
信
役
務
の
不
正
な
利
用
の
防
止
の
重
要
性
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
を
深
め
る

た
め
に
必
要
な
装
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

四
、
罰
則

二
の
各
規
制
に
違
反
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

五
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


